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　日本の海を守る！海上
　保安大学校入学生募集　

　人事院と海上保安庁では、22 年
4 月に海上保安大学校に入学する学
生を募集します。
　詳しくは、下記まで問い合わせて
ください。
●採用予定数　約 45 人
●受験資格
　平成元年 4 月 2 日以降に生まれ
た人で次に掲げる者
①高等学校を卒業した者および 22
　年 3 月までに高等学校を卒業す
　る見込みの者
②中等教育学校を卒業した者および
　22 年 3 月までに中等教育学校を
　卒業する見込みの者
③高等専門学校の第 3 学年の課程
　を修了した者および 22 年 3 月ま
　でに高等専門学校の第 3 学年の
　課程を修了する見込みの者
④高等学校卒業程度認定試験（廃止
　前の大学入学資格検定を含む）に
　合格した者など、人事院が①、②
　に掲げる者と同等の資格があると
　認める者。
●募集期間　
　８月 27 日（木）～ 9 月 8 日（火）
郵送の場合、当日消印有効
　インターネットでの申し込みの場
合は、9 月 2 日（水）午後 5 時まで
問福島海上保安部　管理課
　総務係　☎ 0246（59）1400

　 歩道の不法占用、不法
　 占拠の解消にご協力を

　道路を管理する上で、歩道の占用、
不法占拠は深刻な問題となっていま
す。歩行者が安心して歩行するには、
歩道幅員を確保する必要があります。
　建設事務所としましては、日頃か
ら市街地における歩道の安全で快適
な利用を図るため、道路パトロール
を実施しているところですが、次の
点について皆さんのご協力をお願い
します。
１　自転車を歩道に置きっ放しにし
　　ないようにしましょう。
２　荷物などを歩道に放置するのは
　　やめましょう。
３　自動車を歩道に乗り入れて荷物
　　などを搬入しないようにしまし
　　ょう。
皆さんのご協力と心がけで安全でき
れいな歩道を
問　福島県喜多方建設事務所
行政課　☎ 0241（24）5713
管理計画課　☎ 0241（24）5718

　 ８月食品衛生月間です
　食中毒には気をつけて

　食中毒予防の三原則を守って、毎
日の生活の中で予防を心がけましょ
う。
①つけない
　（食品や調理器具、手指などに食
中毒の原因菌・ウイルスをつけない）
②増やさない
　（冷蔵庫などで食品をしっかり保
　存して食中毒の原因菌・ウイルス
　を増やさない）
③殺す
　（食品の加熱や調理器具の殺菌を
　徹底して食中毒の原因菌・ウイル
　スを殺す）
問　会津保健所食品衛生チーム　
　　　☎（29）5516

暮らしの情報広場

　  日本と住民を守るため
　 防衛省が自衛官を募集

　防衛省では、次のとおり自衛官を
募集します。詳しくは、下記まで問
い合わせてください。
●採用職種
　防衛医科大学校学生、防衛大学校
学生、看護学生、2 等陸海空士（男
子・女子）
●受験資格
　防衛医科大学校学生、防衛大学校
学生については入隊時
18 歳以上 27 歳未満の人
　看護学生については入隊時
18 歳以上 24 歳未満の人
　2 等陸海空士（男子・女子）につ
いては入隊時
18 歳以上 27 歳未満の人
●募集期間　
　9 月 7 日（月）～ 10 月 2 日（金）
※ 2 等陸海空士（男子）については、
年間を通じて募集。
問自衛隊福島地方協力本部
　会津若松出張所　☎（27）6724

　 猪苗代湖クリーニング
　 大作戦の参加者を募集　

　（社）猪苗代青年会議所では、未
来の子どもたちに美しい猪苗代湖を
残すため、環境保全（クリーニング）
活動を実施します。
　環境問題やごみに対する関心を高
めるとともに、猪苗代湖の美しい環
境を守る「猪苗代湖クリーニング大
作戦」にあなたも参加してみません
か。
●開催日時　８月 30 日（日）
　午前９時～午後１時
●開催場所　猪苗代湖天神浜
　※クリーニングは天神浜以外の浜
でも実施します。
●内容　湖岸クリーニング、
　バーベキュー、エコをテーマにし

たアトラクションなど
●参加費　１人 1,000 円
　（未就学児無料）
※ペットボトルのキャップを集める
とポリオワクチンに交換することが
できます。皆さんの家にあるボトル
キャップを、当日持って来てくださ
い。恵まれない子どもたちにポリオ
ワクチンを届けましょう。
　詳しくは、下記まで問い合わせて
ください。
問（社）猪苗代青年会議所
　　☎（62）4604

　 おもいやり駐車場利用
　証近隣県で使用可能に

　福島県では、車いすマークのある
駐車スペースの適正利用を図るため
利用証を発行する「おもいやり駐車
場利用制度」を 21 年７月１日から
開始しています。
　また、同年７月 28 日に、福島・
山形・栃木・群馬の４県はそれぞれ
の県で発行する利用証の相互利用に
ついて協定を締結しました。
  これにより、８月３
日から、４県でそれ
ぞれ発行された利用
証は、４県の協力施
設いずれでも利用で
きるようになりまし
た。今後も、本当に
必要な人が利用できるようご協力を
お願いします。
  詳しくは、利用証の申請・交付窓
口まで問い合わせてください。

問町保健福祉課　社会福祉業務
　☎（62）2115
問会津保健福祉事務所
　保健福祉課　☎（29）5272
問県庁高齢福祉課
　☎ 024（521）7197
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募　　集
電光表示広告物等の設置基準の新設について

　21 年 10 月 1 日から、景観に配慮するなどの目的で電光表示広告物等の
設置基準が新しくできました。

（１）規制の対象
「電光表示広告物等」とは、電気の光で表示の内容を変えることのできる（電
光表示装置を有する）広告物などのことです。電光を使っていても表示に変
化がなく、単に点滅する広告などは含まれません。
　

（２）規制の内容
　猪苗代町はほとんどの地域が景観形成重点地域

（良好な景観を維持していくべき地域）になってい
ます。この地域内は原則として上記の「電光表示
広告物等」が禁止、重点地域に入らない地域でも、
広告物の種類によって高さや設置場所などが規制
されます。今までの基準に基づき許可を受けて設
置されているものについては、引き続き今までの
基準で更新許可できる措置を設けています。
　ただし、今までの基準で許可が不要とされてい
たもの（自己用など）については、10 月 1 日の改
正前までに、以前から設置されていた物であると
いう確認が必要となります。

　詳しい改正内容などについては、福島県都市計画課のホームページ
（http://www.pref.fukushima.jp/toshi/h21koukoku-kaisei/kijyun-gaiyo.pdf）
を確認するか、建設課　☎（62）2118 まで問い合わせてください。

　総務省では、経済的な理由などで
アナログ放送から地上デジタル放送
に移行することが難しい世帯に対す
る支援を予定しています。

●支援の対象となるのは
　「NHK の受信料の全額免除を受け
　ている世帯」が対象です。
　（具体的には、生活保護世帯など、
　市町村民税非課税の障害者世帯、
　社会福祉事業施設入所者）
※すでに地上デジタル放送を視聴し
ている世帯は支援の対象外です。

●受けられる支援の内容は
　現在お持ちのアナログテレビに取
　り付ける「簡易なチューナー」の
　無償給付をします。アンテナ改修
　などが必要な場合にはその支援も
　実施します。

●申し込み先は
　未定。決まり次第、申し込み方法
　などを含めて改めてお知らせしま
　す。

   地上デジタル放送を見るための簡易な
　 チューナー給付などの支援について

●支援の開始時期は
　21 年秋以降を予定しています。
　具体的な日程は改めて周知する予
　定です。

●注意してもらいたい点
　・支援の申し込みにはＮＨＫと受
　信契約を結び、全額免除の適用を
　受けることが必要です。なるべく
　早めに契約手続きなどをお願いし
　ます。
　・支援は現物給付です。自分で購
　入したチューナー、アンテナなど
　の費用を生産することはできませ
　ん。

●問い合わせ先
　支援制度全体については、
　総務省　地上デジコールセンター
　　☎ 0570 － 07 － 0101
　ＮＨＫとの受信契約、受信料免除
　については、
　ＮＨＫ視聴者コールセンター
　　☎ 0570 － 07 － 7077
　

　  定額給付金の申請は
　　   お済みですか？

　定額給付金の申請期限は

９月１７日（木）までです。

給付を希望する人は、早め
に手続きをしてください。
　問総務課　☎（62）2111

表示が変化する
電光表示広告物
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　新型インフルエンザへ
　の対応が変わりました

　国の運用方針の変更に伴い 7 月
27 日から新型インフルエンザへの
対応が変わりました。
　急な発熱と咳（せき）またはのど
の痛みなどインフルエンザの症状の
ある人は、これまでの発熱外来から、

「かかりつけ医など最寄りの医療機
関」で受診できるようになりました。

　「インフルエンザかもしれない」
　と思った人は・・・
●事前に、医療機関に電話をした上
で、受診しましょう。
　感染拡大の防止のため、事前に電
話連絡をして受診方法を確認するよ
うご協力をお願いします。
●受診する際には、必ずマスクを着
用しましょう。

　新型インフルエンザについての質
問などは、下記までご相談ください。
●新型インフルエンザ相談窓口
　（平日 8：30 ～ 17：30）
※郡山市・いわき市保健所は、平日
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分
までとなります。
問会津保健福祉事務所
　☎（29）5203

　  高齢者・障害者の人権
　 問題の相談に応じます

　法務省人権擁護局と全国人権擁護
委員連合会は、９月６日から９月
12 日までの７日間、全国一斉「高
齢者・障害者の人権あんしん相談」
強化週間として、身体的・心理的
虐待や差別などの高齢者・障害者の
抱える人権問題について、電話相談
を実施します。相談は、人権擁護委
員及び法務局職員が応じます。秘密

は守られます。気軽にご相談くださ
い。
　強化週間の期間以外の日（土・日・
祝日を除く。）についても、午前８
時 30 分から午後５時 15 分まで、
相談に応じていますので、ご利用く
ださい。
●期間　21 年９月６日（日）から
　９月 12 日（土）までの７日間
●時間　午前８時 30 分から午後７
　時まで（ただし、９月６日（日）・
９月 12 日（土）は午前 10 時から
午後５時まで）　☎ 024（534）2021
問福島地方法務局人権擁護課
　　☎ 024（534）1994

　 仕事を探す人の生活や
　 就職の相談に乗ります

　ふくしま求職者総合支援センター
では、求職者の生活や就労相談を受
け付けます。電話での相談も可能で
す。ぜひご利用ください。
●場所　コラッセふくしま　２階
●開館日
　月・火・木・金・土（休祝日を除く）
　午前 10 時～午後６時 30 分
問ふくしま求職者総合支援セン
　ター　☎ 024（525）2510

　 お魚さんが待ってるよ
　8 月は内水試参観デー

　川や湖の魚の研究をしている県の
内水面水産試験場では、施設や研究
内容を知っていただくため、今年も
施設を開放し、楽しいイベントを開
催します。ご家族お揃いでお出かけ
ください。
●日時　8 月 22 日（土）　
　午前９時 30 分～午後３時
●場所　県内水面水産試験場
　詳しくは、下記まで問い合わせて
ください。
問県内水面水産試験場
　☎（65）2011

編
集
後
記

暮らしの情報広場

　 安全で安心な県づくり
　 活動標語を募集します　

　４月１日に「福島県安全で安心な
県づくりの推進に関する条例」が施
行されました。
　身の回りの危険に対しては、行政
の施策の着実な実施はもとより、県
民一人一人の気づきと実践、地域の
取り組みが大切です。
そこで、皆さんから「安全で安心な
県づくり」をみんなで進めることが
イメージできる標語を募集します。
●応募資格　福島県内在住者
　（県内への通勤通学者可）
●応募上の注意　① 20 字以内と
し、作成意図も記載してください。
②未発表作品に限ります。③１人１
作品とします。④住所、氏名（ふり
がな）、年齢、職業（学生等の場合
は学校名と学年）、電話番号を明記
してください。
●応募締切　９月 25 日（金）
　（当日消印有効）
●表彰・副賞　最優秀賞作品１点
　（３万円または相当の図書券）、優
秀作品３点（各１万円または相当の
図書券）を選考し表彰します。
●応募・問い合わせ先　
　条例の内容など、詳しくは総合安
全管理課のホームページを御覧くだ
さい。（ホームページについては、「総
合安全管理室」で検索を！！）
問県庁総合安全管理課
　☎ 024（521）7303

　 下水道排水設備工事の
　 認定試験を実施します

　（財）福島県下水道公社による下
水道排水設備工事責任技術者資格認
定試験を次のとおり実施します。
●日時　11 月 29 日（日）
　午後１時 30 分 
●場所　日本大学工学部
●受験申し込み
　８月３日（月）から９月 11 日（金）
までの間に、「受験申込書」、「受験票」
および「写真票」に必要事項を記入
の上、添付書類を添えて町役場上下
水道課へ提出してください。申込用
紙は、上下水道課で配布しています。
●受験手数料　3,000 円
○受験者のうち、希望する人に受験
講習会を実施します。
●日時　10 月 22 日（木）
　午前 10 時～午後３時
●場所　
郡山ユラックス熱海　大会議場
●受講申込　８月３日（月）から
９月 11 日（金）までの間に、「受
験講習会受講申込書」、「受講票」に
必要事項を記入の上、「受験申込書」
とともに町役場上下水道課へ提出し
てください。申込用紙は、上下水道
課で配布しています。
●受講手数料　3.000 円
●問い合わせ先
　（財）福島県下水道公社業務部
　企画管理課
　☎ 024（524）3510
　http:/www.fspc.or.jp
　町役場　上下水道課
　☎（62）5633
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  猪苗代警察署管内の犯罪・
　   交通事故発生状況

（平成 21 年 6 月 30 日現在）
１　犯罪発生状況

◎エコ推進・マイバック４つのルール実践運動実
施中。①買い物中は折りたたんでおく。②商品は
店舗備え付けの買い物カゴに。③マイバックはレ
ジが済んでから。④買い物カゴは所定の場所へ。

◎自転車に対する規則が改正されました。
　傘さし運転・携帯電話・ヘッドホンの使用は禁
止になります。

２　交通事故状況

年別
町村別 平成 21 年 平成 20 年 増　減 増減率％

猪　苗　代　町 70 62 8     12.9
磐　梯　町 17 11 6     54.5
裏　磐　梯 11 7 4     57.1

　　　計 98 80 18     22.5

町村別
罪種別

猪苗代町 磐梯町 裏磐梯
21 年 20 年 21 年 20 年 21 年 20 年

窃盗犯計 63 51 16 9 10 6
空き巣 16
出店荒らし 3 1 2
忍込み
事務所荒らし
車上ねらい 4 2 1
自動販売機
ねらい 1 2 1

部品ねらい 1
脱衣場ねらい 9 2
金庫破り 1 1
万引き 7 2
置引き 3 4 2
職場ねらい 1 1 1
同居ねらい
さい銭ねらい 2 2
野荒らし
給油所荒らし
スキー・
スノーボード盗 5 3 9 5 2
その他の窃盗 22 15 1 5 2 1
自転車盗 6 2
オートバイ盗 2
自動車盗 2 1
その他の
乗り物盗
器物損壊 3 8 1 1 1

詐欺・横領 2 1 1
暴行・傷害 1 1 1

その他の刑法犯 1 1
総　計 70 62 17 11 11 7
増　減 8 6 4

死亡事故 1 0 0 0 0 0
増　　減 1 0 0
人身事故 41 49 8 14 6 8
増　　減 -8 -6 -2

お知らせ

　 善意をありがとう

社会教育振興のため
猪苗代山草会（本田　嗣

つぐ

之
ゆき

会長）
　　　　　　　　　   30,000 円

お悔やみ申し上げます
（ 6 月 15 日～ 7 月 14 日受付分※敬称略 ）

氏　　名 年齢 世帯主 行政区

渡部　　綠 84 武夫 西舘

古川　弘喜 57 弘喜 松橋

佐藤　正次 55 キミ子 金堀

坂本ミキイ 82 勝雄 戸ノ口
・三金

安部　春喜 50 久男 山潟

松本トシ子 79 治 上新町

阿部　オワ 93 オワ 神明町

星　　重蔵 97 和子 半坂

加藤　志郎 87 志郎 川桁

安達ウシノ 97 壽雄 打越

野口　久夫 59 久夫 東南真行

渡部八重子 70 八重子 戸ノ口
・三金

鈴木　　榮 97 浩行 曲渕

半澤　万平 87 万平 下館

※広報に氏名の掲載を希望されな
い場合は、窓口に申し出ください。

平成 21 年 7 月 1 日現在の現住人口（前月比）
　　世帯数　　　  5,089 戸（＋   2）
　　人　口　男　  7,616 人（－   7）
　　　　　　女　  8,329 人（－ 22）
　　　　　　計　15,945 人（－ 29）
　　　
　　　出生　  9 人　　転入　 21 人
　　　死亡　12 人　　転出 　47 人

町の人口

   今月の納期
（納期限 8 月 31 日）

●町県民税　    2 期分

●国民健康保険税 2 期分

●介護保険料    2 期分

●後期高齢者

　医療保険料    1 期分

●上下水道使用料 7 月分
●下水道受益者負担金 3 期分
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